
【学校におけるいじめ防止等の対策のための組織図】    
 

 

・日常の観察、面談、アンケート、 

生徒からの訴え等により、事案の発生 

                         

                            報告 

                   

     招集     教頭・生徒指導主事    

                   

                   報告 

                      報告            

                校 長           県教育委員会 

 

いじめ防止等対策委員会  
 

  

〓事実関係の明確化  

 

 

       

          報告 

  

   校 長 
       

            招集  

 

 職員会議  〓事案内容・指導⽅針を全教職員で共通理解 

・被害生徒・加害生徒からの聴き取り 
・周辺生徒からの情報収集 
・保護者と連携 
・いじめの認知（する、しない） 
・指導方針の決定 


